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戦略策定の趣旨

ＩＣＴやデータを課題解決に向けた有効な手段として積極的に活用していくこと

とし、ＩＣＴの進歩に的確に対応しながら、計画的にＩＣＴやデータの活用施策を

推進していくためのビジョンとして、「滋賀県ＩＣＴ推進戦略」を策定

戦略の位置付け

① ＩＣＴおよびデータの利活用を促進していく指針として、滋賀県政の総合的

かつ計画的な発展に寄与するもの

② 県民・企業・大学・各種団体・行政等の多様な主体がＩＣＴおよびデータの利

活用についての方向性を共有し、連携を深めていくためのビジョンとして提

示するもの

③ 官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）に基づく「都道府県

官民データ活用推進計画」として定めるもの

対象となる取組

◆ 県が実施主体となって行う取組、県の支援により行う県以外の実施主体の

取組

◆ 県が県以外の実施主体と連携して行う取組、県の促進・調整等により県以

外の実施主体間で連携して行われる取組

◆ 県以外の実施主体が行う取組のうち、他の参考となる取組、その他、県域

のＩＣＴおよびデータの利活用の推進に寄与する取組

計画期間
◆ 平成30年度(2018年度)から平成34年度(2022年度)までの５年間

◆ 今後の社会経済情勢の変化、ＩＣＴの進展、国の政策の動向、次期基本構

想の検討・策定等を踏まえ、必要に応じて本戦略を見直し

戦略の策定について
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３つの基本方針・５つの重点戦略

《 重点戦略１ 》
地域・産業を再創造する

～ ＩＣＴで創る～

《 重点戦略２ 》
安全・安心な生活を守る

～ ＩＣＴで守る～

《 重点戦略３ 》
働き方・行政サービスを革

新する
～ ＩＣＴで変える ～

《 重点戦略４ 》
滋賀発の人材を育成する
～ ＩＣＴを(で)育てる ～

《 重点戦略５ 》
ＩＣＴ基盤を確立する
～ ＩＣＴを支える ～

＜基本方針１＞
全ての県民にＩＣＴ・データの
利活用を広げていく

＜基本方針２＞

ＩＣＴ・データを活用し、限りある資
源を共有・シェアする

＜基本方針３＞

多様な主体・異分野の連携によ
り、ＩＣＴ・データで新たな価値を
創造する

３つの基本方針 ５つの重点戦略
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５つの重点戦略

重点戦略１ 地域・産業を再創造する ～ ＩＣＴで創る～

① ＩoＴの推進による地域の課題解決と本県経済の活性化 ④ ＩＣＴの活用による観光振興

② スマート農業の推進 ⑤ マイナンバーカードを活用した地域の活性化

③ 地域のエネルギー・交通への活用 ⑥ シェアリング・エコノミーの普及促進

重点戦略２ 安全・安心な生活を守る ～ ＩＣＴで守る ～

① 防災・防犯分野におけるＩＣＴの活用 ③ 社会資本の整備・維持管理におけるＩＣＴの活用

② 健康・医療・介護分野におけるＩＣＴの活用

重点戦略３ 働き方・行政サービスを革新する ～ ＩＣＴで変える～

① ＩＣＴによる「働き方改革」の実現 ④ マイナンバー制度の普及・活用 ※

② インターネット利用による手続等に係る取組(オンライン化原則) ※ ⑤ 業務・システム改革 ※

③ オープンデータの推進 ※ ⑥ ＥＢＰＭの推進

※ 官民データ活用推進基本法に基づく都道府県官民データ活用推進計画として取り組む施策

重点戦略４ 滋賀発の人材を育成する ～ ＩＣＴを(で)育てる ～

① 専門教育 ② 学校教育 ③ ＩＣＴリテラシー ④ 官民データ活用基盤の構築（後掲）

重点戦略５ ＩＣＴ基盤を確立する ～ ＩＣＴを支える～

① 情報通信ネットワークの整備促進 ③ ＩＣＴおよびデータの活用を推進するための場づくり

② 官民データ活用基盤の構築 ④ 情報セキュリティの確保
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重点戦略１ 地域・産業を再創造する ～ ＩＣＴで創る～

センサ
＋通信機能

クラウド・
データ分析

新しい製品・
サービス

医療・健康・福祉

観光製造

農業

生活や産業における
新しい価値の創造（平成29年３月13日経済産業省選定）

ＩoＴの推進
➢ ＩoＴ（Internet of Things）の活用による地域の課題解決と

本県経済の活性化

スマート農業の推進

地域のエネルギー・交通への活用

遠隔操作による

環境制御栽培や水管理

温室内の温度や日射量、

CO2などを遠隔から制御 田の入水を操作

ＧＰＳ機能付自動運転農業機械の活用

哺乳ロボット等を活用した

多頭哺育技術体系の確立

自動直進田植機 無人トラクタ

➢ 農作業や家畜飼養管理の効率化による労力の大幅な削減、き

め細やかな管理による農畜産物の収量・品質の向上、農作業

の早期習得による人材の育成

➢ 省エネルギー・節電の推進、エネルギーの効率的な活用推進等

➢ 自動運転等の新たな技術の普及促進による持続可能な地域公

共交通の実現

試験運転中の自動運転車

ＩＣＴの活用によるビワイチの推進

走行シーンの自動撮
影！

スポットを選んで
ルート設定！

➢ サイクリングナビアプリにより「調べる」「行動する」「発信する」を支

援

走行中におすすめス
ポットを提案！

『ＢＩＷＡＩＣＨＩ ＣＹＣＬＩＮＧ ＮＡＶＩ』

(出典)資源エネルギー庁資料
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重点戦略２ 安全・安心な生活を守る ～ ＩＣＴで守る～

防災分野

健康・医療・介護分野

防犯分野

➢ 多様化・グローバル化する社会において発生する犯罪への各種

防犯対策を推進

犯人

集中警告！

詐欺情報を即時連絡！

事業所

水際阻止

県民への
通話を阻止

ＩＣＴ

① オートコール事業

② 集中架電事業

通
報

水際阻止が増加

遮断

Defensiveな対策
（県民側）

Offensiveな対策
（犯人側）

注意喚起の強化

警戒、検挙活動の強化

特殊詐欺に強い滋賀！

県民を特殊詐欺から守る

安全安心コール事業

➢ 県民の健康づくり、健康寿命の延伸、医療の質や信頼性の向

上、医療費の適正化等

➢ 防災行政無線、ホームページ、防災メール、ＳＮＳ等の直接広

報手段に加え、テレビ、ラジオ、Ｌアラート等を通じた間接広報

手段の積極的な活用による多重的な情報発信

http://www.pr
ef.shiga-info.jp

滋賀県医療情報連携
ネットワークの取組

➢ ＩＣＴ建設機械、ドローン等を活用した社会資本整備・維持

管理の効率化・安全性向上を実現

社会資本の整備・維持管理

ICT建設機械による施工

自動制御による効率化

ドローンによる測量

こ
れ
ま
で

今
後

ドローンによる点検

ガードを装着して
近接撮影

危険作業の削減による安全性向上 施設維持管理の効率化 5

http://www.pref.shiga-info.jp/


重点戦略３ 働き方・行政サービスを革新する ～ ＩＣＴで変える～

働き方改革の実現 インターネット利用による手続等

オープンデータの推進 ＥＢＰＭの推進

➢ オープンデータの推進による地域課題の解決、行政事務の効率

化、新たなサービスの創出

➢ 統計等の客観的データを積極的に利用して、証拠に基づく政策立

案（ＥＢＰＭ＝Evidence Based Policy Making ）を推進

➢ データを活用する能力、データを重視する文化の普及

統計相談窓口

✓ 人口推計データの充実

✓ 行政職員向け専門統計

研修の実施

✓ データを活用した研究事業

滋賀県オープンデータ
カタログ
http://www.pref.shi
ga.lg.jp/c/it/opend
ata.html

➢ テレワークの導入等、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多

様な働き方の実現

在宅ワーク
モバイルワーク

サテライトオフィス

作業時間の短縮

ＡＩを活用した
会議録作成支援

システム

発言内容を自動
で概ねテキスト化

➢ 行政手続におけるオンライン化、情報システム改革・業務の見

直し（ＢＰＲ＝Business Process Reengineering）

行 政

行政手続のオンライン化

マイナンバーカードの活用

紙資料の削減

事務ミスの削減

ＡＩ、ＲＰＡ等
による業務改革・
システム改革

県民
事業者等

申請・届出等
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重点戦略４ 滋賀発の人材を育成する ～ ＩＣＴを(で)育てる～

専門教育

➢ ＩoＴ、ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）等が発達した社会において、これらの技術を活用するためのスキルやマインドを持ったＩＣＴ人材、

データサイエンス人材の育成、インターンシップ等による人材の地域への定着

（平成29年 ４月設立）

学校教育

➢ 学校現場における教員のＩＣＴ活用指導力の向上、情報通信機器や

ネットワークの整備等、学校のＩＣＴ環境の整備

ＩＣＴを効果的に使用
するための授業研究会

（草津市教育委員会提供）

タブレット学習 電子黒板の活用
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重点戦略５ ＩＣＴ基盤を確立する ～ ＩＣＴを支える～

情報通信ネットワークの整備促進

ＩＣＴおよびデータの活用を推進するための場づくり

情報セキュリティの確保

➢ 県域無料Wi-Fiの整備促進による観光・商業の振興、災害対

策の強化等

県域無料Wi-Fiの
統一ブランド

「びわ湖Free Wi-Fi」

＜滋賀ＩＣＴ大賞2018最優秀作品＞

「びわ湖Free Wi-Fi」ポータルサイト
http://biwako-wifi-info.jp

➢ 情報共有・情報交換・意見交換、新たな技術やサービスに関す

るニーズとシーズのマッチング、様々な主体が連携して検討、実証、

導入、普及を行うための場づくり

アクセスポイント
１０５２箇所

（H31.3末現在）

＜ＩＣＴ利活用プレゼンテーション会＞

➢ 日々巧妙化するサイバー攻撃等に対し、自治体における情報セ

キュリティ（機密性、可用性、完全性）を確保

［ 出典：総務省資料 ］

➢ コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪の被害やその拡大防止と違

法・有害情報の排除、ネットワーク社会の健全な発展

サイバー犯罪防止教室 街頭啓発活動 8

http://biwako-wifi-info.jp/


＜評価フェーズ＞

➢ 「滋賀県ＩＣＴ推進戦略実施計画」に基づく県の具体的な取組・目標については、「滋
賀県情報化推進庁内連絡会議」において、進捗管理・横展開

➢ 民間、市町等の取組については、産学官連携組織である「滋賀県地域情報化推進会
議」の事業等を通じて情報把握

＜実行フェーズ＞

➢ 事業者、教育・研究機関、
市町、県等の連携により
実施

推進体制・進捗管理

＜策定・見直しフェーズ＞

➢ 「滋賀県ＩＣＴ推進戦略」の
策定・見直し

➢ 「滋賀県ＩＣＴ推進戦略実施計画」
の策定・見直し

戦略の
実行・見直し
サイクル「滋賀県ＩＣＴ推進懇話会」（有識者会議）

「滋賀県地域情報化推進会議」（産学官連携組織）

等による意見･提案等

取組事例の

発信・横展開
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滋賀県地域情報化推進会議とは

企業や経済団体、学術研究機関、自治
体が、異なる分野や地域間で連携をはかり、
より便利･快適に、より安全に安心して、生き
生きと暮らせる情報化社会の実現を目指しま
す。

目的

S63.3 しがニューメディア推進連絡会議設立
情報通信技術の普及啓発、技術の習
得に努める

H4.4 滋賀県高度情報化推進会議と改称
高度化する情報化社会(情報通信技
術)への対応を図る

H18.6 滋賀県地域情報化推進会議と改称
情報通信基盤の整備普及が一段落し
たことから、その利活用へと取り組みを
転換

沿革

①産学官の会員担当者が参加する調査
研究会活動
◆H26から「ICT利活用検討部会」を
設置。オープンデータ/ビッグデータに
ついて調査研究を実施
H29からワーキンググループ (WG)を
設置して検討を深める

②一般を対象にした地域情報化の普及・
啓発事業(講演会、セミナー、イベント)

③先進地の視察・研修会
④会員相互間の連携事業
⑤会員相互間、外部識者との交流会
⑥情報化に関する情報発信

活動

組織と役割

総会 ○事業計画・予算、事業報告決算の承認
○規約の変更、その他重要事項の承認

(67団体)

会長
○会の代表
○業務の総括

(1名) 副会長
○会長の補佐○
会長の代行

(2名)

監事
○業務監査
○会計監査

(2名)

顧問・参与

○相談に応じる

(2名) (2名)

事務局：滋賀県総合企画部情報政策課

運営委員会
○総会付議事項の審議
○総会の議決を要しない業務の執行
○業務の執行に関する企画立案

運営委員長

運営委員

・ 運営委員会を総理

・ 運営委員会において審議、表決

(1名)

(10名)

ICT利活用検討部会
○部会活動スケジュールの決定
○ICT利活用全般にかかる情報交換等
○WGの設置、改廃

座長

部会員

・ 部会の統括
・ WGの設置、WGメンバー、主査の指名
・ 部会活動の報告

・ 部会において情報提供、意見交換等

(1名)

(23団体)

IoT企画ワーキンググループ

○｢滋賀県IoT推進ラボ｣の運営方針の決定

主査

WG員

・ WGを総括
・ WG活動の報告

・ WGにおいて情報提供、
意見交換等

(1名)

(3団体)

データ利活用ワーキンググループ

○オープンデータ/ビッグデータの利活用検討

主査

WG員

・ WGを総括
・ WG活動の報告

・ WGにおいて情報提供、
意見交換等

(1名)

(22団体)

…必要的設置機関 …任意設置機関

滋賀県IoT推進ラボ
事務局：商工政策課、モノづくり振興課、情報政策課
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背景及び概要

〇 県内の産学官金により構成されている「滋賀県情報化推進会議」を母

体とする「ＩＣＴ利活用部会」においては、Ｓociety5.0で象徴されるＡＩ・ＩOＴ

やロボティクスなどの革新的な技術が今後我が国において展開され、あ

らゆる分野で現在とは全く異なる社会が実現される将来を見据え、地域

課題の抽出から課題解決までの各プロセスにおけるＩＣＴやビックデータ

の積極的な活用を推進することとした。

〇 県民・県内企業・大学・各種団体・行政等の多様な主体がオープン

データを積極的に活用しつつ、それぞれが保有するデータの利活用につ

いて方向性を共有し、今後の本県の発展のために連携して取り組むた

めに、滋賀データ活用ラボ（しがらぼ）を設置するものである。

取組内容

〇 主に「観光」・「交通」・「健康」の３分野に係るビックデータを活用し、実

用提案に向けた研究・シンポジウム等を実施する。

〇 ＩＣＴ・ビックデータにより、それぞれの分野に係る課題を抽出・可視化

し、その活用手法を共有・横展開する。

〇 研究結果（集約データを含む）の利活用を希望する企業・団体等との

マッチングに向けた検討を進める。

実施期間 〇 令和元年（２０１９年度）５月から令和４年度（２０２２年度）末まで

滋賀データ活用ラボ（しがらぼ）について
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⑦ 第６回研究会（2月）
分析した結果を用いて、活用提案を作成し、それをブラッシュアップする。

滋賀データ活用ラボ研究事業 スケジュール（案）

活用提案
（活用方策の検討）

課題抽出

分析研究

検討結果発表
（活用提案の評価）

活用提案の具
体化

2019
年度

2020
年度

活用提案を具体化

① 第1回シンポジウム（5月末）
県民・企業を対象にICT・データの活用手法等に関する知識を普及する。参加者にアンケートを徴し、賛同者を拡大

⑧ 中間報告会+第3回シンポジウム（3月末）
研究会の検討結果を活用提案として県民に対して発表するとともに、活用提案に対する専門家

による評価・アドバイスを受ける。

⑨ 研究会

IoT推進ラボとも連携しながら、活用提案の具体化を検討する。また、具体化された事例について

は、横展開し、県内に広げていく。

ＩＣＴ・データの利活用の普及拡大地域課題の解決

観光・交通 健康

活用手法の共
有

③ 第２回研究会（8月）
基礎データを活用した、課題解決へのアプローチ手法につ
いて検討。

④ 第３回研究会（9月）
基礎データを活用した、課題解決へのアプロー
チ手法について検討。

② 第1回研究会（6月末）
シンポジウム参加者を集めての基礎データの把握・収集

横展開

基礎データの
収集

⑤ 第４回研究会（11月）
ICT・データによる課題の絞込、課題解決に向けたICT・
データの活用可否や分析手法等の検討

⑥ 第５回研究会（1月）
ICT・データによる課題の絞込、課題解決に
向けたICT・データの活用可否や分析手法等の検討
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「ＩoＴ時代のビックデータの活用」に係るシンポジウムの開催

概 要

セキュリティやヘルスケア、車載、家電などにおいて、デバイスをネットワークで結び、新たなイノベーション
やビジネスチャンスを創出するM2M（Machine to Machine）が拡大し、IoT（Internet of Things）の世界が現実
のものとなりつつあります。
近年、IoTのインフラやプラットフォーム導入のフェーズから、データ活用に注目が移りつつあります。特に

GPSやAIなどを活用したデータ分析は大きなマーケットが期待されています。
本企画では観光・交通・健康分野の活用事例を交え、IoT時代のデータ活用によって新たなビジネス創出
を実現するための情報をご紹介するため、シンポジウムを開催するものです。

（写真はイメージ）

＜シンポジウム概要＞
名 称：「ＩoＴ時代のビックデータ活用」
日 時：２０１９年５月２８日（火） １３：００ （受付開始 １２：３０）
会 場：ピアザ淡海滋賀県立県民交流センター（定員２００名）
プログラム：開会にあたって １３：００－１３：２０

滋賀県地域情報化推進会議会長
滋賀県立大学地域ひと・モノ・未来情報研究センター長 酒井道

基調講演 「ＩoＴ時代のビックデータ活用」 １３：２０－１４：２０

富士通株式会社 AIサービス事業本部エグゼクティブディレクター 中条 薫氏
専門セッション①観光 「観光ビッグデータを活用した地域の未来づくり」１４：３０－１５：２０

株式会社リクルートライフスタイル
じゃらんリサーチセンターグループマネージャー 高橋 佑司氏

専門セッション②食 「食トレンドデータから考える地域活性化」 １５：２０－１６：１０
株式会社ぐるなび ぐるなび大学講師 渡邊元気氏

名刺交換会 １６：１５－１６：４５ 13



ご清聴ありがとうございました。


